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資料５

 

経済産業省工業統計調査について 

 
先般、経済産業省から平成 17 年工業統計調査品目編が公表された際に、「転

売品に関する参考データについて」と題する以下の発表があり、参考データが

公表された。 

なお、平成 16 年について一部計数が改定された（資料７参照）。 
 
平成 19 年 6 月 26 日経済産業省発表文

 
転売品に関する参考データについて 

 

近年、製造事業所においてサービス事業等製造以外の事業活動が増加傾向にあることに 

鑑み、平成１９年工業統計調査（平成１９年１２月末時点）から製造活動のアウトプット 

である「製造品出荷額」に加え、製造以外の事業活動における収入を「その他収入額」の 

形で新たに調査することを計画しています。 

この改正により他の事業所等から製品を受け入れ当該製造事業所で製造加工せずにその 

まま出荷したもの（以下「転売品」という。）については、平成１９年調査以降は転売品と 

して新たに把握されることになりますが、これまでも一部の製造事業所において転売品を 

製造品出荷額の中に含めて報告されているケースがあるため、改正によって平成１８年調 

査までの製造品出荷額との間に断層が生ずる可能性があります。 

このため、平成１７年調査結果の確報の公表に併せ、製造品出荷額に占める転売品の状 

況について、一部の製造事業所から聴き取りを行い製造品出荷額に占める転売品の比率と 

して別紙のとおり取りまとめました。ご利用に当たっては、前述の趣旨及び参考値である 

点にご留意をお願いします。 

なお、既に実施した平成１８年工業統計調査（平成１８年１２月末時点）につきまして 

も、同様の参考値を公表する予定です。 
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